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環境部環境再生課



農芸化学職採用職員の職名・職場・業務内容について

本庁
• 事業の企画・進捗管理
• 許認可処分決定
• 国や市町村との対応

出先機関(保健所等)
• 許認可窓口業務
• 現地調査
• 相談対応

出先機関(研究所等）
• 調査分析
• 試験研究
• 技術指導

民間事業者

依頼
依頼

業務
委託

県民
民間事業者

現場
対応等

許認可
申請等

助言・
協力等

協力

連携

研究員

技師

外部

凡
例

役職について：
採用後は、技師か研究員として配属されます。
職場について：
環境施策に関する企画立案、環境調査、食品衛生に関する指導監督、
農芸化学に関する研究等の業務に従事します。

国・市町村等 依頼・
協力等

業務内容・関係図例(この限りでない業務もあります)
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知事知事

沖縄県の組織

副知事副知事

知事公室知事公室

総務部総務部

企画部企画部

農林水産部

環境部

商工労働部商工労働部

保健医療介護部

生活福祉部生活福祉部

文化観光スポーツ部文化観光スポーツ部

土木建築部土木建築部

会計管理者

公営企業管理者

病院事業管理者

出納事務局出納事務局

企業局企業局

病院事業局病院事業局

出所）令和７年度沖縄県行政機構図を元に作成

その他
・教育庁
・県議会事務局

など
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保健所、衛生環境研究所

農業研究ｾﾝﾀｰ等

こども未来部こども未来部
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第３次沖縄県環境基本計画

計画について

○沖縄県環境基本条例第８条の規定に基づき、沖縄県の環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る基本的

な計画として、平成15年４月に「沖縄県環境基本計画」を策定した。

○現在、令和５年３月に策定した「第３次沖縄県環境基本計画」（計画期間：R5～R14年度、10年間）の下、各種施策を

推進中。

令和５年度～令和14年度
（10年間）

新・沖縄２１世紀ビジョン実施計画の

見直し及び本県の環境及び社会経済

の状況等の変化を踏まえ、必要に応

じて本計画の見直しを行う。

計画の期間

計画の性格・役割

「沖縄２１世紀ビジョン」及び「新・沖

縄２１世紀ビジョン基本計画」を環境

面から推進する計画として位置づけ。

・国、県、市町村の行政機関、事業者、

県民、旅行者等県外市民、NPO等

民間団体、金融機関、大学等研究機

関及び米軍の各主体が、環境へ負

荷を与えていることを認識し、それ

ぞれの立場で環境保全活動に取り

組むとともに、相互に連携し、協働

（パートナーシップ）関係を築きなが

ら環境保全活動を推進する。

・計画の各分野の施策や取組は、定

量的な指標を設定し、毎年度その

達成度を把握することにより、計画

の進捗状況を点検する。

・進捗状況の点検は、PDCAサイク

ルの考え方に基づき実施する。

・計画の進行管理は、庁内部局横断

組織である「沖縄県環境基本計画

推進会議」で行う。

計画の推進体制計画の目標

沖縄の豊かな自然の恵みを継承する、持続可能な循環共生社会

沖縄県が目指す環境像

地域間連携強化 地域を結ぶ環境に関わるネットワークづくり

科学技術活用 科学的知見の充実及び科学技術の活用

基本目標

他の基本目標を下支え

自然共生

資源循環

地域環境保全

環境と経済

環境の継承

自然環境の保全・再生及び安全・安心な生活環境の実現

島しょ型資源循環社会の構築

地域環境保全への貢献

環境と調和する持続的な経済社会の構築

環境保全活動への参加及び環境教育による継承

沖縄県が目指す環境像の実現
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基本目標



環境法令に基づく規制や政策の推進
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環境基本法関連法令環境基本法関連法令

大気汚染防止法 騒音規制法

廃棄物処理法

環境基本法では環境に関する基本的な枠組みを定めており、国の具体的な施策を実施する法律として、水質汚

濁防止法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの各種個別法律が制定されている。

環境関連法令に関する規制に関しては、環境監視に係る指導等、都道府県に権限が移されているものもある。

環境部では環境法令に基づく規制や政策の推進に係る業務の担当となる場合がある。

環境基本法

廃棄物・
リサイクル対策

公害防止
省エネ・
温暖化対策

その他生物多様性

土壌汚染対策法 関連する
沖縄県条例

水質汚濁防止法

温暖化対策推進法 生物多様性基本法 自然公園法 その他

振動規制法

環境法令や沖縄県条例に基づく規制の実施や政策の推進



沖縄県環境部の組織・業務

環境政策課環境政策課

環境保全課環境保全課

環境整備課環境整備課

動物愛護センター動物愛護センター

自然保護課自然保護課

環境再生課環境再生課

（環境対策班）
地球温暖化対策に係る政策立案、自然環境の再生に係る総合的企画

（緑化推進班）
緑化の総合的企画及び推進、沖縄県平和創造の森公園の管理

環境部環境部

（総務企画班）
環境保全行政の総合企画、環境基本計画の策定及び推進

（環境影響評価班）
環境影響評価、環境影響評価審査会

（一般廃棄物班）
一般廃棄物の適正処理の指導、浄化槽に関すること、海岸漂着ゴミ

（産業廃棄物班）
産業廃棄物処理施設の許可及び監視指導

（大気環境班）
大気汚染物質監視、騒音・振動・悪臭に関すること

（水環境・赤土対策班）
赤土の流出防止対策、公共用水域の監視、土壌汚染関係

（基地環境対策班）
米軍施設における環境問題

（自然公園班）
自然公園施設の整備・維持管理

（自然保護班）
動物愛護及び管理、生物多様性関連事業

（希少種・外来種対策班）

希少野生動植物保護、外来種の対策

（自然史博物館誘致・自然遺産班）
国立自然史博物館誘致、世界自然遺産関係

※業務の一例です
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・世界自然遺産登録地の自然環境や生物多様性の保全及び適正な観光管理等による利用の両立を図るための経費

⑦沖縄県版レッドデータブック改訂業務

・重点対策種の防除、重点予防種のモニタリング、普及啓発等の実施、及びやんばる地域で外来ヘビ対策の強化に要する経費

⑤世界自然遺産保全・適正利用推進事業

⑧外来種対策事業

・絶滅のおそれのある野生生物をまとめた沖縄県版レッドデータブックの改訂に向けて、現地調査、編集作業等を行うための経費

自然環境の保全・再生・継承及び持続可能な利用

240百万円

15百万円

499百万円

・国立自然史博物館の県内への設立誘致実現のため、シンポジウムの開催や方針の策定、国への働きかけ等を行うための経費

⑨国立自然史博物館誘致推進事業 34百万円

⑥沖縄戦跡国定公園見直し事業 5百万円

拡充

環境部 令和７年度当初予算の概要 令和７年度当初予算額 ３６．６億円
（R６：43.2億円 対前年度 6.6億円減 15.3％減）

世界に誇れる島しょ型環境モデル地域の形成

・本県に適したリサイクル体制を構築するため、モデル事業の実施を通してリサイクル方法や水平展開の手法等の検討
に要する経費

①島しょ型資源循環社会構築事業 72百万円

②プラスチック問題対策普及啓発事業 10百万円
・県内のプラスチックごみ削減に向けて、県民のライフスタイルの変革や事業者の自発的な取組の促進を図るための経費

③EVバスの導入促進に関する経費 63百万円

④離島・過疎地域におけるEV導入推進事業 14百万円
・離島・過疎地域における電動車の導入及び充電設備への補助に要する経費

環 境 部 の 主 な 事 業

・沖縄戦跡国定公園の区域等の見直しの検討に要する経費

・地球温暖化対策における運輸部門の対策として、事業系バス（路線バス・観光バス、送迎バス等）の電動化に係る補助に
要する経費



米 軍 基 地 か ら 派 生 す る 諸 問 題 及 び 戦 後 処 理 問 題 の 解 決

55百万円⑮基地周辺環境対策推進事業

• 返還予定基地周辺における化学物質情報の収集や基地環境問題に係る人材育成、有機フッ素化合物汚染源
調査等を実施するための経費

健やかな暮らしと安心を支える充実した医療提供体制の確保
(狂犬病対策及び動物の愛護・管理の促進)

・負傷動物の収容や飼えなくなった犬猫の引取り、適正飼養の普及啓発等により、県民の間に広く動物愛護思想
の推進を図るために要する経費

⑭動物適正飼養推進事業費

⑪サンゴ礁保全・再生総合対策事業

・サンゴ礁保全・再生に関する調査研究、保全対策の検討・実施、保全再生活動の普及に要する経費

⑩海岸漂着物等地域対策推進事業

・漂着ごみの回収・処理、漂着物のモニタリング調査及び発生抑制対策を実施するための経費

249百万円

持続可能な海洋共生社会の構築

⑫赤土等流出防止総合対策事業

・赤土等の流出を防止するため、総合的な赤土等流出防止対策に関する取組に要する経費

70百万円

168百万円

25百万円

環 境 部 の 主 な 事 業

8百万円⑯有機フッ素化合物残留実態調査事業

• 令和５年度及び令和６年度の土壌調査でPFOS等が検出された調査地点について土地の利用状況や地歴等の
調査を行うための経費

・人と動物の共生できる社会を早期に実現するため、条例の施行にあわせて十分な内容の周知及び監視指導を
行うための経費

⑬動物の愛護及び管理に関する条例推進事業 2百万円
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これまでの異動先

H21.4 沖縄県庁入庁／福祉保健部 中央保健所（現・那覇市保健所）（３年間）
食品衛生（食品製造施設、飲食店の監視、食品検査、食中毒調査等）

H2４.4 福祉保健部 南部保健所（５年間）
食品衛生（飲食店許認可、食中毒調査等）、生活衛生（旅館業届出）、
環境（河川・海域の採水・検査、大気汚染、水質汚濁の届出業務）

保健医療部 中部保健所（４年間）
環境（赤土対策届出、河川・海域の採水・検査、廃棄物許認可業務、不法投棄調査等）

H２９.4

R3.４ 環境部 環境政策課（3年間）
基地環境対策、環境影響評価に関すること（環境アセスメント）

環境部 環境再生課（2年間）
地球温暖化対策（気候変動影響による被害を軽減するための対策）
電気自動車への補助金事業

R６.４



まとめ

（農芸化学職採用職員について）

環境・衛生等の面から県民の安全・安心に向けた幅広い業務を行う。

本庁業務（環境部）では、大気汚染、水質汚濁、などの公害防止対策、環境影響評

価、地球温暖化対策など幅広い分野で取組を推進している。

出先機関（保健所）では、食品、生活衛生、環境の分野で許認可・届出の審査の他、

調査・検査業務を通じて現場で活躍することができる。
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